
第１回守口市子ども・子育て会議

平成 26 年９月 16 日版

「就学前教育・保育」及び
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量の見込みの基本的な考え方

子ども・子育て支援法 第 61 条（市町村子ども・子育て支援事業計画）

◆市町村子ども・子育て支援事業計画において定める事項（量の見込み関係）

①教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期

②地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の

確保の内容及びその実施時期

内閣府より平成 26 年１月 20 日「市町村子ども・子育て支援事業計画における『量の見込み』の算出

等のための手引き」（ニーズ調査票の『必須項目』を元に具体的な量の見込みを算出するための手引き）

が示された。

※国の手引きは、市町村子ども・子育て支援事業計画における量の見込みの標準的な算出方法を示すもの

平成 26年 ３月末～ 市町村の「量の見込み」を都道府県に報告 ※報告は暫定数値

４月 「量の見込み」の検討（次回子ども・子育て会議）

都道府県⇒国へ報告、国より公定価格骨格の提示、市町村における「確保方策」の検討

９月末 「確保方策」の中間的とりまとめ

今後のスケジュール(予定)
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(１)教育・保育関係(４区分)

(２)地域子ども・子育て支援事業関係（８事業）

全国共通で「量の見込み」を算出する項目

種別 対象 該当する施設

教育標準時間認定 １号（3-5 歳）
専業主婦（夫）家庭

短時間就労家庭
認定こども園・幼稚園

保育認定①
２号（3-5 歳）

共働きだが幼稚園利用

のみの家庭
幼稚園

保育認定② 共働き家庭等 認定こども園・保育所

保育認定③ ３号（0-2 歳） 共働き家庭等
認定こども園・保育所

地域型保育

◆時間外保育事業（延長保育事業） ◆放課後児童健全育成事業

◆子育て短期支援事業（ショートステイ） ◆地域子育て支援拠点事業

◆一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり・その他）

◆子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

◆病児保育事業 ◆利用者支援事業

※13 事業中ニーズ調査結果を活用して算出する事業は８事業。乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業・妊婦健康診査事業は、ニーズ調

査結果によらずに推計。残り２事業は量の見込みを算出しない事業。
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《家庭類型の種類》

アンケート結果からの具体的算出方法

家庭類型の分類

タイプ 父母の有無と就労状況

タイプA ひとり親家庭

タイプB フルタイム×フルタイム

タイプC フルタイム×パートタイム （就労時間：月120時間以上＋64時間～120時間の一部）

タイプC’ フルタイム×パートタイム （就労時間：月64時間未満＋64時間～120時間の一部）

タイプD 専業主婦（夫）

タイプE
パートタイム×パートタイム

（就労時間：双方が月120時間以上＋64時間～120時間の一部）

タイプE’
パートタイム×パートタイム

（就労時間：いずれかが月64時間未満＋64時間～120時間の一部）

タイプF 無業×無業
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《クロス集計によるタイプＢからＦの設定》

母親

父親

１．フルタイム就労

２．育休・介護休業中

３．パートタイム就労

４．育休・介護休業中
５．現在は就労していない

６．就労したことがない

120 時間以上
120時間未満

64時間以上
64時間未満

１．フルタイム就労

２．育休・介護休業中
タイプ B タイプ C タイプ C’ タイプ D

３．パートタイム就労

４．育休・介護休業中

120 時間以上

タイプC タイプ E タイプ E’ タイプ D

120時間未満

64時間以上

タイプ C’ タイプ E’ タイプ E’ タイプ D
時間未満

５．現在は就労していない

６．就労したことがない
タイプ D タイプ D タイプ D タイプ F
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就学前教育・保育

地域子ども・子育て支援事業

量の見込みの考え方《子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案）より》

量の見込みについては、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成しようとするときにおける当該市町村に居住す

る子ども及びその保護者の教育・保育の利用状況及び利用希望把握調査等により把握する利用希望を踏まえて作成す

ること。

具体的には、教育・保育の利用状況及び利用希望を分析し、かつ評価し、参酌標準を参考として、次に掲げる区分

ごとに、それぞれ次に掲げる必要利用定員総数を定める。

区分・・・（１）１号（3-5 歳 教育標準時間認定）

（２）２号（3-5 歳 保育認定）

（３）３号（0歳、1-2 歳 保育認定）

量の見込みについては、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成しようとするときにおける当該市町村に居住す

る子ども及びその保護者の地域子ども・子育て支援事業に該当する事業の利用状況及び利用希望把握調査等により把

握する利用希望を踏まえて作成すること。

具体的には、例えば一時預かり事業の量の見込みについては、現行の一時預かり事業に加え、幼稚園における預か

り保育の利用状況や利用希望を踏まえるなど、地域子ども・子育て支援事業に該当する事業の利用状況及び利用希望

を分析し、かつ評価し、参酌標準を参考として、事業の種類ごとの量の見込みを定めるとともに、その算定に当たっ

ての考え方を示すこと。
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《家庭類型と認定区分の関係》

タイプ 父母の有無と就労状況

タイプC’ フルタイム×パート（短）

タイプD 専業主婦（夫）家庭

タイプE’ パート×パート（いずれか短）

タイプF 無業×無業

タイプ 父母の有無と就労状況

タイプA ひとり親家庭

タイプB フルタイム×フルタイム

タイプC フルタイム×パート（長）

タイプE パート×パート（双方が長）

※パートタイム（長）・・・就労時間が「月１２０時間以上」の人と「下限時間～１２０時間」の人の一部

※パートタイム（短）・・・就労時間が「月下限時間未満」の人と「下限時間～１２０時間」の人の一部

幼児期の学校教育の

希望が強い

（現在幼稚園利用者）

保育認定②（認定こども園・保育所）

保育認定③（認定こども園・保育所

・地域型保育）

保育認定①（幼稚園）

教育標準時間認定

（認定こども園・幼稚園）

※下限時間＝各自治体における保育の必要性の認定の

下限時間（月４８～６４時間の間で市町村が定める時間）
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《各事業の量の見込みの算出対象となる家庭類型》

事業種別 算出の対象となる家庭類型

時間外保育事業
共働き家庭等

（タイプ A・B・C・E）
放課後児童健全育成事業

子育て短期支援事業 全家庭

地域子育て支援拠点事業 全家庭

一時預かり事業

幼稚園在園児対象

1号認定利用

（教育標準時間認定）

専業主婦（夫）家庭、就労時間短家庭

（タイプ C´・D・E´・F）

2号認定利用

（保育認定）

共働きであるが幼稚園利用のみの家庭

（タイプ A・B・C・E）

在園児対象型を除く 全家庭

病児保育事業
共働き家庭等

（タイプ A・B・C・E）

子育て援助活動支援事業

就学前 全家庭

就学後 全家庭
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作業① 推計児童数と潜在家庭類型をクロスし家庭類型別児童数を算出

作業② 家庭類型別児童数と利用意向率等をクロスし量の見込みを算出

量の見込みの標準的な算出方法

推計児童数

（人）

潜在家庭類型

（割合）

家庭類型別

児童数（人）

※アンケート結果から算出

家庭類型別

児童数（人）
利用意向率等 量の見込み

※アンケート結果から算出
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【幼児期の学校教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期】

H25.8.6 子ども・子育て支援新制度説明会資料より

計画書掲載イメージ
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【地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期】

H25.8.6 子ども・子育て支援新制度説明会資料より
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【計画の見直しについて】

H25.8.6 子ども・子育て支援新制度説明会資料より
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地域子ども・子育て支援１３事業と量の見込みとの関係

ＮＯ 事業種別 区分※ 対象年齢

① 利用者支援【新規】 ○ ０歳～５歳、１年～６年

② 地域子育て支援拠点事業 ○ ０歳～２歳

③ 妊婦健康診査 △

④ 乳児家庭全戸訪問事業 △

⑤ 養育支援訪問事業

子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

（その他要保護児童等の支援に資する事業）

△

⑥ 子育て短期支援事業（ショートステイ事業） ○ ０歳～５歳、１年～６年

⑦ 子育て援助活動支援事業

（ファミリー・サポート・センター事業）

○ ０歳～５歳、１年～６年

⑧ 一時預かり事業 ○ ０歳～５歳

⑨ 時間外保育事業（延長保育事業） ○ ０歳～５歳

⑩ 病児保育事業 ○ ０歳～５歳、１年～６年

⑪ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） ○ １年～６年

⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業【新規】 ×

⑬ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業【新規】 ×

※区分「○」については、ニーズ調査結果を活用して算出する事業。

区分「△」については、ニーズ調査結果によらずに推計する事業。

区分「×」については、量の見込みを算出しない事業。
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